
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 2月 10日発行（次号 2月 25日） 

本紙に関する問合せは、まちおこし政策課へ 

（担当：圓崎
えんざき

 宏美
ひ ろ み

 33-6012） 

http://www.town.shintomi.miyazaki.jp/ 

本紙は、ホームページからダウンロードできます。 

お知らせ版 No.1 

「豊かな生活を創るアイデアバック」コンクール全国大会に出場した富田中３年生の久保田帆南さん

は、和服を着る祖母のために畳のヘリを使ったバックを創作し、全国３位となる「女子栄養大学学長

賞」を獲得されました。久保田さんは、この大会に中学１年生から毎年出場している実力者です。 

高等学校、専門学校、大学などに在学・進学する生徒または学生で、保護者が本町に２年以上住所を

有しており、経済的な理由により就学が困難な方を対象に、奨学資金の貸付を行います。 

○貸与金額 高  校：月額 10,000円 

専門学校：月額 20,000円 

大  学：月額 20,000円 

○貸付方法 １年分を年４回に分けて貸与 

（振込月：６月、７月、１０月、１月） 

○募集期間 ３月１日（火）～４月８日（金） 

○申込方法 教育総務課（役場新館３階）備付けの奨学生願書を記 

入し、必要書類を添えてご提出ください。 

新富町議会活性化特別委員会では、次のとおり、それぞれの常任委員会・特別委員会の活動について

住民の皆様への報告会を開催します。 

当日は、住民の皆様のご意見を承る機会ともしておりますので、ど 

うぞ、お気軽に参加いただきますようお願いします。 

○日 時 ２月１９日（金） 午後７時開会 

 ○会 場 新富町中央公民館 

問合せ：議会事務局 

（担当）宮武祐二
みやたけゆ う じ

 ☎33-6139 

２月は国民健康保険税(第８期)及び固定資産税（第４期）の納期です。 

新富町は口座振替を推進しておりますので、納付書で納められている 

方は、口座振替もご検討ください。 

○納期限 ２月２９日（月） ○口座振替日 ２月２５日（木）  

※口座振替は、事前に残高の確認をお願いします。  

※残高が不足している場合、３月７日（月）に再度引き落としをさせていただきます。 

※納期を経過した分に関しては督促料、延滞金が加算されますのでご注意ください。 

問合せ：税務課 

（担当）黒木
く ろ ぎ

裕介
ゆうすけ

 ☎33-6076 

問合せ：教育総務課 

（担当）福重
ふくしげ

和泉
い ず み

 ☎33-6079 

夢 いっぱいひろば ～おはなしとうた～ 
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福祉、登記、年金などに関することや生活面での安全対策等、行政(国・県・町)に関して困ったこと

や相談したいことなどありましたら、気軽にご相談ください。 

○日 時 ２月２６日(金)  午前９時３０分～正午 

○場 所 老人福祉センター 

○相談員 髙木正敏(新田新町) 

問合せ：総務財政課 

（担当）児玉
こ だ ま

洋平
ようへい

 ☎33-6002 

準要保護就学援助とは、生活保護に準ずる程度生活にお困りの家庭に対し、学用品費、給食費等を援

助する制度です。希望される方は、就学先の学校から配布された案内文に従い、申請を行ってくださ

い。（※既に援助を受けている方も申請が必要です。） 

また、平成２８年度に小学校新１年生になるお子様がいる世帯については、郵送された入学通知書に

本制度の案内文を同封しておりますのでご覧ください。 

≪申請に必要なもの≫ 

①準要保護就学援助申請書（就学先又は就学予定先の小中学校で受け取ってください。） 

※申請書内の『民生・児童委員の所見欄』については、保護者が直接、お住まいの地区の民生・児童委員

に記入の依頼を行ってください。 

 ②平成２７年中の収入を明らかにする書類（源泉徴収票の写し、 

確定申告書の写しなど） 

※生計を共にし、収入のある方全員分必要です。 

問合せ：教育総務課 

（担当）福重
ふくしげ

和泉
い ず み

 ☎33-6079 

昨年１１月，１２月に実施した「子宮がん検診」を受けることができなかった方のために、次の日程

で追加検診を実施いたします。受診されていない方は、ぜひこの機会に受診して下さい。 

なお、検診を希望される方は、申込期間中にいきいき健康課までお電話にてお申し込み下さい。 

○申込期間 ２月１５日(月)～２月２６日(金)  

午前８時３０分～午後５時１５分 ※土日祝祭日は除く 

○検診日程  

 

 

 

 

○対 象 者 ２０歳以上で、平成２７年度の子宮がん検診を受診していない方（定員：各日 150名） 

○検診内容 問診・子宮頸部の細胞診 

○検診料金  

問合せ：いきいき健康課 

（担当）古川
ふるかわ

真
ま

規子
き こ

 ☎33-6059 

※65歳未満の方で、平成 22～26年度の特定健診を 5年連続受診さ

れている方には、がん検診無料ハガキを送付しています。検診を受診

される際に、必ずご持参下さい。 

※また、20～64歳の方は、新富町近隣の産婦人科で個別検診を受診

できます。詳しい内容は、いきいき健康課までお問い合わせ下さい。 

検診日 受付時間 検診場所 

３月２日（水） 午前９時～午前１０時３０分 
保健相談センター 

３月４日（金） 午後１時１０分～午後２時 

 

○日時 ２月２９日（月） 午後１時３０分から 

○場所 新富町役場３階Ａ会議室 

【傍聴について】 

※会議の傍聴をされる方は、当日、開催予定時刻の１０分前までに開催場所にて受付を済ませてください。 

※議案の内容及び定員を超えた場合は、入場を制限する場合があります。 

問合せ：教育総務課 

（担当）小倉
お ぐ ら

令子
れ い こ

 ☎33-6079 

２０～６４歳の方 1,000 円 

２１歳、６５歳以上の方 無料 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町では、現在の国の青年就農給付金の要件が厳しく、該当者が少ない状況を踏まえ、独自に農業後継者

の確保や担い手の育成等を目的とした「新富町就農支援交付金事業」に取組んでいます。 

 以下の制度内容に該当すると思われる方は、農業振興課までお問い合わせください。 

○交付対象者の要件 

交付対象者は、専業農家（法人を含む。）の後継者（現農業経営者１名につき、交付対象後継者は１

名とする。）、または新規就農者（親元から独立し、主宰権を持っている場合を含む。）とし、次のア～

カの要件を満たすことが必要です。 

ア、就農時において、年齢が４５歳未満であり、営農への強い意欲を有していること。 

イ、青年就農給付金（経営開始型）の助成対象でないこと。 

ウ、５年以上の就農期間が見込めること。 

エ、就農から１年以上経過していること。 

オ、平成２０年４月以降に就農した者であること。 

カ、新富町に住所を有していること。 

○交付金額 ※予算の範囲内となりますので、本年度支給されない場合もあります。 

就農時に５０万円。更に、就農後５年以内に農業経営に関する 

主宰権を持って、独立・自営・経営継承したときは、５０万円を 

追加交付する。合計最大１００万円。 

問合せ：農業振興課 

（担当）長友
ながとも

一彦
かずひこ

 ☎33-6034 

原動機付自転車や軽自動車等に対する軽自動車税は、毎年４月１日現在で車両を所有（登録）している

場合に、年税額が課税されます。そのため、４月２日以降に廃車や名義変更をされても、月割り課税の制

度はなく、その年度分の税金を納めていただくことになります。 

特に、平成２８年度は軽自動車税が変更になりますので、不要となった軽自動車等は、早めの廃車手続

をお願いします。 

○ご注意とお願い 

・現物を廃棄処分(スクラップ)等されただけでは登録が残ることになります。速 

やかに廃車手続を行ってください。 

・知人等に譲渡した場合も名義の変更が必要です。（手続漏れの場合は、前所有者 

に納税通知書が送られます。） 

・盗難に遭われた場合でも、警察への盗難届出に加えて、廃車手続が必要です。 

○種別ごとに次の廃車手続場所で、手続をお願いします。 

原動機付自転車・農耕用作業車・125cc以

下の２輪車等の手続 新富町役場税務課（担当）清
せい

紀文
としふみ

 ☎33-6076 

125ccを超える二輪車の手続 九州運輸局宮崎運輸支局 ☎050-5540-2088 

軽自動車（３輪及び４輪）の手続 軽自動車検査協会宮崎事業所 ☎050-3816-1760 

 

 熊本国税局では３月１５日（火）まで、「確定申告電話

相談センター」を開設し、所得税及び復興特別所得税・消

費税及び地方消費税・贈与税の確定申告に関するご相談等

に電話でお答えしています。 

方法は右のとおりです。 

 なお、時間帯によっては、電話がつながりにくい場合や

少々お待ちいただく場合がありますので、あらかじめご了

承いただくようお願いします。                                    

問合せ：高鍋税務署  ☎22-1373 

最寄りの税務署へ電話 

（高鍋税務署 ☎22-1373） 

「０」番を選択 

用件をお話しください 

（音声自動案内） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去にハンセン病にかかったことがある方は、国から補償金（和解一時金）が支払われます。 

既に亡くなられた方、療養所に入所したことがない方も対象です。（ただし、すでに国から補償金を受

け取った方は、対象となりません。） 

まだ、手続きがお済みでない方は、手続期限（平成２８年３月３１日）が迫っています。訴訟の手続き

が必要ですので、余裕をもって次の相談窓口にご相談ください。対象者がお亡くなりになられている場合

は、ご遺族（法定相続人）にお支払いしています。 

≪相談窓口≫ 

公益財団法人 沖縄県ゆうな協会（☎098-832-9528） 

法律事務所 ☎098-938-4381 

厚生労働省難病対策課 ☎03-5253-1111（内線 2369） 

※「ハンセン病の補償金について」とお伝えください。 

問合せ：いきいき健康課 

（担当）押川
おしかわ

美香
み か

 ☎33-6059 

 ○日 時 ２月１５日（月）～２１日（日）※土・日曜日にお越しの際は、事前に電話連絡をお願いします。 

      （平日）午前８時３０分～午後８時 （土日）午前９時～午後５時  

 ○対象者 県内の事業所に勤務する労働者及び使用者 

 ○場 所 宮崎県労働委員会事務局（県庁３号館 ６階） 

 ○方 法 電話、面談、ＦＡＸ、メール  

電 話 0985-26-7538（相談専用「働くあんしんサポートダイヤル」） 

ＦＡＸ 0985-20-2715 

E-mail rohdohi@pref.miyazaki.lg.jp 

問合せ：宮崎県労働委員会 

☎0985-26-7262 

人権
じんけん

コーナー 『人権
じんけん

が尊重
そんちょう

される社会
しゃかい

づくり』 

一人
ひ と り

ひとりの人権
じんけん

が尊重
そんちょう

されて、みんなが暮
く

らしやすい社会
しゃかい

は、ただ願
ねが

っているだけでは実現
じつげん

し

ません。 

そういう社会
しゃかい

づくりのためには、「人権
じんけん

について学
まな

ぶこと」が大切
たいせつ

です。 

正
ただ

しい知識
ち し き

を学
まな

んで、心
こころ

から理
り

解
かい

して、そして「行動
こうどう

」することが大切
たいせつ

です。 

お互
たが

いの人権
じんけん

を認
みと

め合
あ

い、いたみや苦
くる

しみを共有
きょうゆう

することが「人権
じんけん

が尊重
そんちょう

される社会
しゃかい

づくり」

のために必要
ひつよう

です。 

「もし、自分
じ ぶ ん

がその立場
た ち ば

だったら」とつねに考
かんが

え、差別
さ べ つ

のない平和
へ い わ

な社会
し ゃ か い

をつくりましょう。 

問合せ：総務財政課 （担当）井下喜
いのしたよし

仁
ひと

 ☎33-6002 

 

宮崎県労働委員会では、労働者と使用者との間の労働問題に関す 

る相談を無料でお受けしています。特に、次の期間は平日夜間、土 

曜日、日曜日も相談をお受けします、 

現在トラブルを抱えておられる方はもちろん、職場でのちょっと 

した疑問など、労働問題のことなら何でも結構ですお気軽にご相談ください。 

■裁判所不動産競売物件情報サイト 

http://bit.sikkou.jp/ 

 

裁判所では、毎月１回程度、個人の方でも参加可能な「不

動産競売」を行っています。 

 競売物件の情報は、裁判所の閲覧室や右の「裁判所不動

産競売物件情報サイト」をご覧ください。 

◎問合せ先 宮崎地方裁判所民事部執行係 ☎０９８５－６８－５１３５ 


